
（参考資料）福井県における市町村数の変遷 

平成１７年１２月１２日 

福井県の市町村数 年 月 全国の 
市町村数 市 町 村 計 

備    考 

明治 21 年 71,314  248 1,742 1,990  
 「明治の大合併」 
    近代的地方自治制度である「市制町村制」の施行に伴い、行政上の目的（教育、徴税、土木、救済、戸籍
の事務処理）に合った規模と自治体としての町村の単位（江戸時代から引き継がれた自然集落）との隔たり
をなくすために、町村合併標準提示（明治 21 年 6 月 13 日内務大臣訓令第 352 号）に基づき、約 300～500 戸
を標準規模として全国的に行われた町村合併。結果として、町村数は約５分の１に。 

  本県では、合併により１市９町 168 村となった。 
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地方自治法施行 
福井県町村合併計画試案公表 
町村合併促進法施行 

「昭和の大合併」 
   戦後、新制中学校の設置管理、市町村消防や自治体警察の創設の事務、社会福祉、保健衛生関係の新しい事
務が市町村の事務とされ、行政事務の能率的処理のためには規模の合理化が必要とされた。昭和 28 年の町村合
併促進法（第３条「町村は概ね、8000 人以上の住民を有するのを標準」）及びこれに続く昭和 31 年の新市町村
建設促進法により、「町村数を約３分の１に減少することを目途」とする町村合併促進基本計画（昭和 28 年 10
月 30 日閣議決定）の達成を図ったもの。約 8000 人という数字は、新制中学校１校を効率的に設置管理していく
ために必要と考えられた人口。昭和 28 年から昭和 36 年までに、市町村数はほぼ３分の１に。 
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市の合併の特例に関する法律施行  
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S46.9.1 福井市が足羽町を編入 
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市町村の合併の特例に関する法律の 
一部を改正する法律施行 
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地方分権の推進を図るための関係 
法律の整備等に関する法律一部施行 
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H16.3.1  あわら市設置 
 
H17.1.1  南越前町設置 
H17.2.1  越前町設置 
H17.3.31 若狭町設置 
H17.10.1 越前市設置 
H17.11.7 大野市が和泉村を編入 
H18.2.1  福井市が美山町、越廼村、 
     清水町を編入 
H18.2.13 永平寺町設置 
H18.3.3  おおい町設置 
H18.3.20 坂井市設置 

 


